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財 務 省 、 厚 生 労 働 省 、  
○ 農 林 水 産 省 、 経 済 産 業 省 、 令 第 三 号  

国 土 交 通 省 、 環  境  省  

食 品 循 環 資 源 の 再 生 利 用 等 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 百 十 六 号 ） 第 十 九 条 第 一 項 、 第 二 項 第

九 号 及 び 第 三 項 第 四 号 の 規 定 に 基 づ き 、 食 品 循 環 資 源 の 再 生 利 用 等 の 促 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 再 生 利 用 事

業 計 画 の 認 定 に 関 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 七 年 十 一 月 十 七 日  

財 務 大 臣  片 山 さ つ き   

厚 生 労 働 大 臣  上 野 賢 一 郎   

農 林 水 産 大 臣  鈴 木 憲 和   

経 済 産 業 大 臣  赤 澤 亮 正   

国 土 交 通 大 臣  金 子 恭 之   

環 境 大 臣  石 原 宏 高   

食 品 循 環 資 源 の 再 生 利 用 等 の 促 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 再 生 利 用 事 業 計 画 の 認 定 に 関 す る 省 令 の 一 部
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を 改 正 す る 省 令  
食 品 循 環 資 源 の 再 生 利 用 等 の 促 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 再 生 利 用 事 業 計 画 の 認 定 に 関 す る 省 令 （ 平 成 十 三  

財 務 省 、 厚 生 労 働 省 、  

年 農 林 水 産 省 、 経 済 産 業 省 、 令 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

国 土 交 通 省 、 環  境  省  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  
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改 正 後 改 正 前 
  

（ 申 請 書 の 記 載 事 項 ） （ 申 請 書 の 記 載 事 項 ） 

第 二 条 法 第 十 九 条 第 二 項 第 九 号 の 主 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲

げ る 事 項 （ 特 定 農 畜 水 産 物 等 が 第 四 条 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る

場 合 に あ っ て は 第 八 号 か ら 第 十 四 号 ま で に 掲 げ る 事 項 を 、 第 四 条 第

三 号 又 は 第 四 号 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 第 六 号 及 び 第 七 号 に 掲 げ

る 事 項 を 除 く 。 ） と す る 。 

第 二 条 法 第 十 九 条 第 二 項 第 九 号 の 主 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 の と

お り と す る 。 

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ） 

三 特 定 肥 飼 料 等 の 原 材 料 と な る 食 品 循 環 資 源 及 び そ れ 以 外 の 原 材

料 の 種 類 及 び 量 

三 特 定 肥 飼 料 等 の 製 造 に 使 用 さ れ る 食 品 循 環 資 源 及 び そ れ 以 外 の

原 材 料 の 種 類 及 び 量 

四 ・ 五 （ 略 ） 四 ・ 五 （ 略 ） 

六 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 種 類 ご と の そ の 生 産 に 利 用 さ れ る 特 定 肥 飼

料 等 （ 当 該 再 生 利 用 事 業 計 画 に 従 っ て 製 造 さ れ る も の に 限 る 。 ）

の 種 類 及 び 量  

六 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 種 類 ご と の そ の 生 産 に 使 用 さ れ る 特 定 肥 飼

料 等 （ 当 該 再 生 利 用 事 業 計 画 に 従 っ て 製 造 さ れ る も の に 限 る 。 ）

の 種 類 及 び 量 

七 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 種 類 ご と の そ の 生 産 に 利 用 さ れ る 特 定 肥 飼

料 等 以 外 の 肥 料 、 飼 料 そ の 他 食 品 循 環 資 源 の 再 生 利 用 等 の 促 進 に

関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 三 年 政 令 第 百 七 十 六 号 。 以 下 「 令 」 と

い う 。 ） 第 二 条 各 号 に 定 め る 製 品 の 種 類 及 び 量 

七 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 種 類 ご と の そ の 生 産 に 使 用 さ れ る 特 定 肥 飼

料 等 以 外 の 肥 料 、 飼 料 そ の 他 食 品 循 環 資 源 の 再 生 利 用 等 の 促 進 に

関 す る 法 律 施 行 令 （ 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 二 条 各 号 に 定 め る 製

品 の 種 類 及 び 量 

八 特 定 肥 飼 料 等 の 利 用 に よ り 生 産 さ れ た 農 畜 水 産 物 又 は 飼 養 さ れ

た 家 畜 の 排 せ つ 物 を 原 材 料 と す る 肥 料 、 飼 料 そ の 他 令 第 二 条 各 号

に 定 め る 製 品 （ 以 下 「 特 定 肥 飼 料 等 利 用 肥 飼 料 等 」 と い う 。 ） の

種 類 、 名 称 及 び 製 造 量 

（ 新 設 ） 

九 特 定 肥 飼 料 等 利 用 肥 飼 料 等 の 製 造 及 び 販 売 の 開 始 年 月 日 （ 新 設 ） 

十 特 定 肥 飼 料 等 の 利 用 に よ り 生 産 さ れ た 農 畜 水 産 物 又 は 飼 養 さ れ

た 家 畜 の 排 せ つ 物 で あ っ て 、 特 定 肥 飼 料 等 利 用 肥 飼 料 等 の 原 材 料

と な る も の （ 以 下 「 特 定 肥 飼 料 等 利 用 生 産 物 等 」 と い う 。 ） 及 び

そ れ 以 外 の 原 材 料 の 種 類 及 び 量  

（ 新 設 ） 

十 一 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 種 類 ご と の そ の 生 産 に 利 用 さ れ る 特 定 肥

飼 料 等 利 用 肥 飼 料 等 （ 当 該 再 生 利 用 事 業 計 画 に 従 っ て 製 造 さ れ る

も の に 限 る 。 ） の 種 類 及 び 量  

（ 新 設 ）  
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十 二 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 種 類 ご と の そ の 生 産 に 利 用 さ れ る 特 定 肥

飼 料 等 利 用 肥 飼 料 等 以 外 の 肥 料 、 飼 料 そ の 他 令 第 二 条 各 号 に 定 め

る 製 品 の 種 類 及 び 量  

（ 新 設 ）  
 

十 三 特 定 肥 飼 料 等 利 用 生 産 物 等 の 種 類 ご と の そ の 生 産 に 利 用 さ れ

る 特 定 肥 飼 料 等 （ 当 該 再 生 利 用 事 業 計 画 に 従 っ て 製 造 さ れ る も の

に 限 る 。 ） の 種 類 及 び 量  

（ 新 設 ）  
 

十 四 特 定 肥 飼 料 等 利 用 生 産 物 等 の 種 類 ご と の そ の 生 産 に 利 用 さ れ

る 特 定 肥 飼 料 等 以 外 の 肥 料 、 飼 料 そ の 他 令 第 二 条 各 号 に 定 め る 製

品 の 種 類 及 び 量  

（ 新 設 ）  

  

（ 特 定 農 畜 水 産 物 等 ） 

第 四 条 法 第 十 九 条 第 一 項 の 主 務 省 令 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る も

の と す る 。  

（ 特 定 農 畜 水 産 物 等 ） 

第 四 条 法 第 十 九 条 第 一 項 の 主 務 省 令 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る も

の と す る 。  

一 特 定 肥 飼 料 等 の 利 用 に よ り 生 産 さ れ た 農 畜 水 産 物 （ 特 定 肥 飼 料

等 利 用 肥 飼 料 等 の 原 材 料 と な る 農 畜 水 産 物 を 除 く 。 ）  

一 特 定 肥 飼 料 等 の 利 用 に よ り 生 産 さ れ た 農 畜 水 産 物  

二 （ 略 ） 二 （ 略 ） 

三 特 定 肥 飼 料 等 利 用 肥 飼 料 等 の 利 用 に よ り 生 産 さ れ た 農 畜 水 産 物 （ 新 設 ） 

四 前 号 に 掲 げ る 農 畜 水 産 物 を 原 料 又 は 材 料 と し て 製 造 さ れ 、 又 は

加 工 さ れ た 食 品 で あ っ て 、 当 該 食 品 の 原 料 又 は 材 料 と し て 使 用 さ

れ る 農 畜 水 産 物 に 占 め る 前 号 に 掲 げ る 農 畜 水 産 物 の 重 量 の 割 合 が

五 十 パ ー セ ン ト 以 上 の も の 

（ 新 設 ） 

  

（ 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 食 品 関 連 事 業 者 に よ る 利 用 量 ） 

第 五 条 法 第 十 九 条 第 三 項 第 四 号 の 主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算

定 さ れ る 量 は 、 特 定 農 畜 水 産 物 等 が 前 条 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す

る 場 合 に あ っ て は 付 録 第 一 の 、 前 条 第 三 号 又 は 第 四 号 に 該 当 す る 場

合 に あ っ て は 付 録 第 二 の 算 式 に よ り 算 定 さ れ る 量 と す る 。 

（ 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 食 品 関 連 事 業 者 に よ る 利 用 量 ） 

第 五 条 法 第 十 九 条 第 三 項 第 四 号 の 主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算

定 さ れ る 量 は 、 付 録 の 算 式 に よ り 算 定 さ れ る 量 と す る 。 

  

付 録 第 一 （ 第 五 条 関 係 ） 付 録 （ 第 五 条 関 係 ） 

（Ａ－Ｂ）×｛（Ｃ÷Ｄ）×（Ｅ÷Ｆ）｝×0.5 （Ａ－Ｂ）×｛（Ｃ÷Ｄ）×（Ｅ÷Ｆ）｝×0.5 
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Ａ は 、 当 該 再 生 利 用 事 業 計 画 に 従 っ て 農 林 漁 業 者 等 が 生 産 す る 特 定

農 畜 水 産 物 等 の 量 
Ｂ は 、 当 該 特 定 農 畜 水 産 物 等 の う ち 、 当 該 農 林 漁 業 者 等 が 当 該 食 品

関 連 事 業 者 以 外 に そ の 販 売 先 を 確 保 し て い る も の の 量 

Ｃ は 、 当 該 特 定 肥 飼 料 等 の 原 材 料 と な る 食 品 循 環 資 源 の う ち 、 当 該

食 品 関 連 事 業 者 が 排 出 す る も の の 量 

Ｄ は 、 当 該 特 定 肥 飼 料 等 の 原 材 料 の 量 

Ｅ は 、 当 該 農 林 漁 業 者 等 が 当 該 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 生 産 に 利 用 す る

特 定 肥 飼 料 等( 当 該 再 生 利 用 事 業 計 画 に 従 っ て 製 造 さ れ る も の に

限 る 。) の 量 

Ｆ は 、 当 該 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 生 産 に 利 用 さ れ る 肥 料 、 飼 料 そ の 他

令 第 二 条 各 号 に 定 め る 製 品 の 総 量 

Ａ は 、 当 該 再 生 利 用 事 業 計 画 に 従 っ て 農 林 漁 業 者 等 が 生 産 す る 特 定

農 畜 水 産 物 等 の 量 

Ｂ は 、 当 該 特 定 農 畜 水 産 物 等 の う ち 、 当 該 農 林 漁 業 者 等 が 当 該 食 品

関 連 事 業 者 以 外 に そ の 販 売 先 を 確 保 し て い る も の の 量 

Ｃ は 、 当 該 特 定 肥 飼 料 等 の 製 造 に 使 用 さ れ る 食 品 循 環 資 源 の う ち 、

当 該 食 品 関 連 事 業 者 が 排 出 す る も の の 量 

Ｄ は 、 当 該 特 定 肥 飼 料 等 の 製 造 に 使 用 さ れ る 原 材 料 の 量 

Ｅ は 、 当 該 農 林 漁 業 者 等 が 当 該 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 生 産 に 使 用 す る

特 定 肥 飼 料 等( 当 該 再 生 利 用 事 業 計 画 に 従 っ て 製 造 さ れ る も の に

限 る 。) の 量 

Ｆ は 、 当 該 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 生 産 に 使 用 さ れ る 肥 料 、 飼 料 そ の 他

令 第 二 条 各 号 に 定 め る 製 品 の 総 量 

  

付 録 第 二 （ 第 五 条 関 係 ） （ 新 設 ） 

（Ａ－Ｂ）×｛（Ｃ÷Ｄ）×（Ｅ÷Ｆ）×（Ｇ÷Ｈ）×（Ｉ÷

Ｊ）｝×0.5 

 

Ａ は 、 当 該 再 生 利 用 事 業 計 画 に 従 っ て 農 林 漁 業 者 等 が 生 産 す る 特 定

農 畜 水 産 物 等 の 量 

Ｂ は 、 当 該 特 定 農 畜 水 産 物 等 の う ち 、 当 該 農 林 漁 業 者 等 が 当 該 食 品

関 連 事 業 者 以 外 に そ の 販 売 先 を 確 保 し て い る も の の 量 

Ｃ は 、 当 該 特 定 肥 飼 料 等 の 原 材 料 と な る 食 品 循 環 資 源 の う ち 、 当 該

食 品 関 連 事 業 者 が 排 出 す る も の の 量 

Ｄ は 、 当 該 特 定 肥 飼 料 等 の 原 材 料 の 量 

Ｅ は 、 当 該 農 林 漁 業 者 等 が 当 該 特 定 肥 飼 料 等 利 用 生 産 物 等 の 生 産 に

利 用 す る 特 定 肥 飼 料 等 （ 当 該 再 生 利 用 事 業 計 画 に 従 っ て 製 造 さ れ

る も の に 限 る 。 ） の 量 

Ｆ は 、 当 該 特 定 肥 飼 料 等 利 用 生 産 物 等 の 生 産 に 利 用 さ れ る 肥 料 、 飼

料 そ の 他 令 第 二 条 各 号 に 定 め る 製 品 の 総 量 

Ｇ は 、 当 該 特 定 肥 飼 料 等 利 用 肥 飼 料 等 の 原 材 料 と な る 当 該 特 定 肥 飼

料 等 利 用 生 産 物 等 の 量 

Ｈ は 、 当 該 特 定 肥 飼 料 等 利 用 肥 飼 料 等 の 原 材 料 の 量 

Ｉ は 、 当 該 農 林 漁 業 者 等 が 当 該 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 生 産 に 利 用 す る
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附 則  

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

特 定 肥 飼 料 等 利 用 肥 飼 料 等 （ 当 該 再 生 利 用 事 業 計 画 に 従 っ て 製 造

さ れ る も の に 限 る 。 ） の 量 
Ｊ は 、 当 該 特 定 農 畜 水 産 物 等 の 生 産 に 利 用 さ れ る 肥 料 、 飼 料 そ の 他

令 第 二 条 各 号 に 定 め る 製 品 の 総 量 


